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石川県かほく市長

油野　和一郎

金沢貯金事務センター

かほく市会計管理者

ゆうちょ銀行（郵便局）の指定について

　特別徴収義務者で払込金融機関に ゆうちょ

銀行（郵便局）を利用される場合は､当市の金融

機関として指定しなければなりませんので、右の

『指定通知書』に利用される ゆうちょ銀行

（郵便局）名を記入のうえ最初に納入される際に、

その ゆうちょ銀行（郵便局）に提出してください。

　なお、石川県内の特別徴収義務者は、できる

だけかほく市指定金融機関、または、かほく市

収納代理金融機関をご利用くださるようお願い

いたします。

ゆうちょ銀行（郵便局）指定通知書

ゆうちょ銀行支店長　様
（郵 便 局 長）

　貴店（局）を地方税法第321条の5第4項の規定に基づいて、当

市の市民税・県民税特別徴収税額の取扱店（局）に指定したので通

知します。
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